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中
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企
業
等
事
業
再
構
築
促
進
事
業
に
関
す
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対
し
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す
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
中
小
企
業
等
事
業
再
構
築
促
進
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
令
和
二
年
度
第
三
次
補
正
予
算
額
一
兆
千
四
百
八
十
五
億
円
の
う
ち
、
実
際
に
補
助
金
申
請
者
へ
の
補
助
金

と
し
て
交
付
さ
れ
た
額
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
小
企
業
等
事
業
再
構
築
促

進
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
等
事
業
再
構
築
促
進
基
金
を
通
じ
て
実
施
す
る
こ
と
と

し
、
「
令
和
二
年
度
第
三
次
補
正
予
算
」
の
後
に
お
い
て
も
同
基
金
に
対
し
て
必
要
な
予
算
措
置
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
同
基
金
か
ら
の
支
出
額
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
年
度
で
措
置
さ
れ
た
予
算
か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ

い
て
区
分
し
て
経
理
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
本
事
業
全

体
の
支
出
額
の
う
ち
事
業
費
の
年
度
別
内
訳
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
度
が
約
五
十
億
六
千
三
百
万
円
、
令
和
四
年
度
が
約

四
千
三
百
六
億
六
千
三
百
万
円
、
令
和
五
年
度
が
約
五
千
四
百
四
十
一
億
千
九
百
万
円
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

本
事
業
に
関
す
る
お
尋
ね
の
「
事
務
局
業
務
」
を
受
託
し
た
企
業
は
株
式
会
社
パ
ソ
ナ
の
み
で
あ
り
、
同
社
に
支
払
わ
れ

た
総
額
は
、
令
和
五
年
度
ま
で
に
お
い
て
、
約
四
百
三
十
一
億
二
千
百
万
円
で
あ
る
。 



 

２ 

 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
令
和
五
年
度
ま
で
に
お
い
て
、
審
査
等
に
係
る
人
件
費
が
約
百
七
十
八

億
七
千
五
百
万
円
、
広
報
及
び
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
制
作
等
が
約
一
億
六
千
三
百
万
円
、
事
業
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
が

約
三
十
二
億
五
千
三
百
万
円
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

本
事
業
に
関
す
る
お
尋
ね
の
「
事
務
局
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
と
し
て
、
そ
れ
を
実
施
す
る
者
の
選
定
に
当

た
っ
て
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
株
式
会
社
パ
ソ
ナ
が
受
託
し
た
も
の
で
あ
り
、
随
意
契
約
は
行
っ
て
い
な

い
が
、
同
社
が
行
う
再
委
託
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
に
随
意
契
約
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
当
該
事
務
局
に
係

る
事
業
の
体
制
の
構
築
に
迅
速
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
随
意
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い

る
。 

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
本
事
業
の
支
出
全
体
に
つ
い
て
、
決
算
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
か
」
及
び
「
国
民
に
開
示
さ
れ
て
い
る

決
算
や
支
出
の
内
訳
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、



 

３ 

 

経
済
産
業
省
と
し
て
、
そ
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
、
効
率
的
な
活
用
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

同
省
の
所
管
す
る
基
金
事
業
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
五
年

四
月
五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
本
事
業
に
係
る
基
金
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
公
表
す
る
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
事
業
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
支
出
の
う
ち
、
事
業
費
は
約
五
千
四
百
四

十
一
億
千
九
百
万
円
、
管
理
費
は
約
二
百
四
十
二
億
二
千
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。 


